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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 7月 3日 (2007.7.3)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 ユ ー ザ 側 の ひ と つ 又 は 複 数 の 第 １ の 光 網 終 端 装 置 の 各 々 と 、 局 側 の 光 伝 送 路 終 端 装 置 と
が 光 フ ァ イ バ 及 び ス プ リ ッ タ を 介 し て 接 続 さ れ 、 該 光 伝 送 路 終 端 装 置 に 接 続 さ れ た 第 １ の
光 網 終 端 装 置 に そ れ ぞ れ 割 り 当 て ら れ る 識 別 子 に 従 い 通 信 す る パ ッ シ ブ 光 ネ ッ ト ワ ー ク シ
ス テ ム に お け る 前 記 光 伝 送 路 終 端 装 置 で あ っ て 、
　 第 １ の 光 網 終 端 装 置 の 前 記 識 別 子 に 対 応 し て 、 第 １ の 光 網 終 端 装 置 の 固 有 番 号 と 、 第 １
の 光 網 終 端 装 置 の 通 信 及 び ／ 又 は 使 用 者 に つ い て の 個 別 設 定 情 報 と が 記 憶 さ れ た

と 、
　 前 記 識 別 子 に 対 応 し て 、 第 １ の 光 網 終 端 装 置 の 前 記 固 有 番 号 が 記 憶 さ れ る と
、
　 接 続 さ れ た 前 記 第 １ の 光 網 終 端 装 置 の ひ と つ ２ の 光 網 終 端 装 置 に 交 換 す る た め の 処
理 を 実 行 す る 処 理 部 と
を 備 え 、
　 前 記 処 理 部 は 、
　 交 換 対 象 と し て 指 定 さ れ た 第 １ の 光 網 終 端 装 置 の 前 記 識 別 子 を 含 む 交 換 指 示 を オ ペ レ ー
シ ョ ン 装 置 か ら 受 信 す る こ と と 、
　 前 記 か ら 、 指 定 さ れ た 前 記 識 別 子 に 対 応 す る 前 記 固 有 番 号 を 取 得 し 、 該 固 有
番 号 を 指 定 さ れ た 前 記 識 別 子 に 対 応 し て 前 記 に 保 存 す る こ と と 、
　 指 定 さ れ た 前 記 識 別 子 に 対 応 す る 前 記 固 有 番 号 を 前 記 か ら 削 除 す る こ と と 、
　 第 １ の 光 網 終 端 装 置 の 固 有 番 号 、 又 は 、 第 １ の 光 網 終 端 装 置 に 代 え て 新 た に 接 続 さ れ た

第 ２ の 光 網 終 端 装 置 の 固 有 番 号 を 取 得 す る こ と と 、
　 前 記 を 参 照 し て 、 取 得 さ れ た 前 記 固 有 番 号 が 保 存 さ れ て い る か 判 断 す る こ と
と 、
　 前 記 固 有 番 号 が 保 存 さ れ て い な い 場 合 、 指 定 さ れ た 前 記 識 別 子 に 対 応 し て 、 取 得 さ れ た
前 記 固 有 番 号 を 前 記 に 保 存 す る こ と と 、
　 前 記 固 有 番 号 が 保 存 さ れ て い る 場 合 、 前 記 取 得 す る こ と 、 前 記 判 断 す る こ と 及 び 前 記

に 保 存 す る こ と を 繰 り 返 す こ と
を 含 む 前 記 光 伝 送 路 終 端 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
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　 前 記 処 理 部 は 、
　 前 記 固 有 番 号 が 前 記 に 保 存 さ れ る と 、 指 定 さ れ た 前 記 識 別 子 に 対 応 す る 固 有
番 号 を 、 前 記 か ら 削 除 す る こ と
を さ ら に 含 む 請 求 項 に 記 載 の 光 伝 送 路 終 端 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 光 網 終 端 装 置 の 交 換 中 を 示 す 情 報 又 は 割 り 当 て る 前 記 識 別 子 の 有 無 を 示 す 情 報 が 記 憶 さ
れ る 状 態 管 理 部
を さ ら に 備 え 、
　 前 記 処 理 部 は 、
　 前 記 状 態 管 理 部 に 、 交 換 指 示 に 従 い 光 網 終 端 装 置 の 交 換 中 を 示 す 情 報 を 保 存 し 、 及 び 、
交 換 後 に 、 割 り 当 て る 前 記 識 別 子 の 有 無 を 示 す 情 報 を 保 存 す る こ と と 、
　 前 記 固 有 番 号 が 取 得 さ れ る と 前 記 状 態 管 理 部 を 参 照 し 、 光 網 終 端 装 置 の 交 換 中 で は な い
場 合 に 、 未 割 当 の 前 記 識 別 子 の ひ と つ を 割 り 当 て 、 該 識 別 子 に 対 応 し て 取 得 さ れ た 前 期 固
有 番 号 と 個 別 設 定 情 報 と を 前 記 に 保 存 す る こ と と
を さ ら に 含 む 請 求 項 に 記 載 の 光 伝 送 路 終 端 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 処 理 部 は 、
　 削 除 対 象 と し て 指 定 さ れ た 第 １ 又 は 第 ２ の 光 網 終 端 装 置 の 前 記 識 別 子 を 含 む 削 除 指 示 を
受 信 す る こ と と 、
　 前 記 か ら 、 該 識 別 子 に 対 応 す る 前 記 固 有 番 号 を 取 得 し 、 指 定 さ れ た 前 記 識 別
子 に 対 応 し て 、 前 記 固 有 番 号 を 前 記 に 保 存 す る こ と と 、
　 指 定 さ れ た 前 記 識 別 子 に 対 応 す る 固 有 番 号 と 個 別 設 定 情 報 と を 、 前 記 か ら 削
除 す る ス テ ッ プ と
を さ ら に 含 む 請 求 項 に 記 載 の 光 伝 送 路 終 端 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 ユ ー ザ 側 の ひ と つ 又 は 複 数 の 第 １ の 光 網 終 端 装 置 の 各 々 と 、 局 側 の 光 伝 送 路 終 端 装 置 と
が 光 フ ァ イ バ 及 び ス プ リ ッ タ を 介 し て 接 続 さ れ 、 該 光 伝 送 路 終 端 装 置 に 接 続 さ れ た 第 １ の
光 網 終 端 装 置 に そ れ ぞ れ 割 り 当 て ら れ る 識 別 子 に 従 い 通 信 す る パ ッ シ ブ 光 ネ ッ ト ワ ー ク シ
ス テ ム に お け る 前 記 光 伝 送 路 終 端 装 置 で あ っ て 、
　 第 １ の 光 網 終 端 装 置 の 前 記 識 別 子 に 対 応 し て 、 第 １ の 光 網 終 端 装 置 の 固 有 番 号 と 、 第 １
の 光 網 終 端 装 置 の 通 信 及 び ／ 又 は 使 用 者 に つ い て の 個 別 設 定 情 報 と が 記 憶 さ れ た

と 、
　 前 記 識 別 子 に 対 応 し て 、 第 １ の 光 網 終 端 装 置 の 前 記 固 有 番 号 が 記 憶 さ れ る と
、
　 接 続 さ れ た 前 記 第 １ の 光 網 終 端 装 置 の ひ と つ ２ の 光 網 終 端 装 置 に 交 換 す る た め の 処
理 を 実 行 す る 処 理 部 と
を 備 え 、
　 前 記 処 理 部 は 、
　 交 換 対 象 と し て 指 定 さ れ た 第 １ の 光 網 終 端 装 置 の 固 有 番 号 を 含 む 交 換 指 示 を オ ペ レ ー シ
ョ ン 装 置 か ら 受 信 す る こ と と 、
　 前 記 か ら 、 指 定 さ れ た 前 記 固 有 番 号 に 対 応 す る 前 記 識 別 子 を 取 得 し 、 指 定 さ
れ た 前 記 固 有 番 号 を 前 記 識 別 子 に 対 応 し て 前 記 に 保 存 す る こ と と 、
　 指 定 さ れ た 前 記 固 有 番 号 を 前 記 か ら 削 除 す る こ と と 、
　 第 １ の 光 網 終 端 装 置 の 固 有 番 号 、 又 は 、 第 １ の 光 網 終 端 装 置 に 代 え て 新 た に 接 続 さ れ た

第 ２ の 光 網 終 端 装 置 の 固 有 番 号 を 取 得 す る こ と と 、
　 前 記 を 参 照 し て 、 前 記 取 得 す る こ と で 取 得 さ れ た 前 記 固 有 番 号 が 保 存 さ れ て
い る か 判 断 す る こ と と 、
　 前 記 固 有 番 号 が 保 存 さ れ て い な い 場 合 、 指 定 さ れ た 前 記 識 別 子 に 対 応 し て 、 取 得 さ れ た
前 記 固 有 番 号 を 前 記 に 保 存 す る こ と と 、
　 前 記 固 有 番 号 が 保 存 さ れ て い る 場 合 、 前 記 取 得 す る こ と 、 前 記 判 断 す る こ と 及 び 前 記
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に 保 存 す る こ と を 繰 り 返 す こ と と
を 含 む 光 伝 送 路 終 端 装 置 。
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